
 

全都清ニュース  

 

平 成 22 年 度 第 3 号  

 

◆ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一

部改正する法律が平成22年5月19日に公布
されました。  

  これに関連し、改正法第21条の3に規定
されている建設工事に伴い生ずる廃棄物の

処理責任を元請業者へ一元化する規定につ

いて事務連絡が発せられましたので、別添

のとおりお知らせいたします。  
  なお、廃棄物の処理及び清掃に関する法

律の一部改正する法律に関しましては、下

記環境省ホームページに掲載されています。  
 http://www.env.go.jp/recycle/waste_law/kaisei2010.html 

 

 
平成22年5月  

社団法人 全国都市清掃会議  












